
真の分権型社会の実現を求める決議 

 

我々はこれまで、基礎自治体が地域の総合的な行政主体としてその役割を一層果た

せるよう、真の分権型社会の実現を求めてきた。これまで、「地域の自主性及び自立

性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」について、

第 1次から第 4次までの一括法が成立し、平成 27年 3月には、平成 26年から導入さ

れた「提案募集方式」における地方公共団体等からの提案等を踏まえた第 5次一括法

が閣議決定され、地方の発意に根ざした改革が進められるなど、国と地方との新たな

パートナーシップの関係のもと、真の分権型社会の実現に向けた改革が進んでいるこ

とは一定評価するが、この改革をより確実なものとするため、次の事項について積極

的かつ適切な措置を講じられたい。 

 

1.  基礎自治体の自主性・自立性の強化と条例制定権の拡大を図る見地から、法

令による義務付け・枠付けについては、これまでの数次にわたる一括法での対

応にとどまることなく、地方分権改革推進委員会の勧告を上回るさらなる権限

移譲や、同勧告に沿った法令による義務付け・枠付けの廃止を原則としたさら

なる見直しを行うとともに、新たな条例制定基準を設ける場合には、「従うべ

き基準」の設定を行わないこと。 

2.  地方が担うべき分野については所要額全額を税源移譲すべきであり、その工

程を明らかにすること。その前提のもと、税源移譲までの経過措置にかかる具

体の制度設計にあたっては、国と地方の協議の場等で十分協議し、地方が必要

とする総額の確保とともに、予算編成等に支障をきたすことのないよう、制度

の概要を早期に明示すること。 

3.  地方固有の財源である地方交付税については、福祉・医療・子育て等社会保  

障、教育などの経常的な行政サービスや道路・橋梁等の改修費用などの財政需

要の増嵩を的確に地方財政計画に反映させ、必要な総額を確保すること。恒常

的な地方交付税の財源不足については、臨時財政対策債によることなく対応す

ること。また、平成の大合併による合併市の実情を踏まえた普通交付税の算定

方法の抜本的な見直しなど財政支援措置を早急かつ確実に講じること。 

4.  社会保障制度改革等、地方行財政や自治体の運営等に大きな影響を及ぼす事

項については、国と地方の協議の場において十分協議を行うとともに、国と地

方の協議の場を実効ある運営とするため、具体的な協議にあたっては、地方か

らの意見を的確に制度設計等に反映することができるよう、あらかじめ十分な

時間的余裕を持って提案を行い、分科会等の積極的な活用を図ること。 

 

以上、決議する。 

 

                             

平成 27 年５月 21 日 

近 畿 市 長 会 


